
島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則 （人 事 課） 	

補助金等交付規則の一部を改正する規則 （財 政 課） �

島根県庁舎等管理規則の一部を改正する規則 （管 財 課） �

島根県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則 （水 産 課） �

� �

島根県立島根女子短期大学学則の一部改正 （総 務 課） 


全国自治宝くじ事務協議会規約の変更 （財 政 課） 


島根県土地利用基本計画の一部変更 （土地資源対策課） �

生活保護法の規定による介護機関の指定 （地 域 福 祉 課） �

生活保護法の規定による指定介護機関の事業廃止の届出 （ 〃 ） �

土地改良区の役員の就任及び退任 （農 村 整 備 課） �

換地処分 （ 〃 ） �

島根県展示林指定要綱の廃止 （林 業 課） �

保安林の指定の解除 （森 林 整 備 課） �

島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱の一部改正 （水 産 課） �

大規模小売店舗立地法の規定による大規模小売店舗に係る事項の変更の届出 （経 営 支 援 課） �

道路の区域の変更 （道 路 維 持 課） ��

道路の供用開始 （ 〃 ） �	

土砂災害警戒区域の指定 （砂 防 課） ��

宍道湖流域下水道終末処理場等における維持管理業務委託契約に係る競争入札参 （下水道推進課） ��

加資格審査要綱の一部改正

宍道湖流域下水道終末処理場における下水汚泥等収集運搬業務等の委託契約に係 （ 〃 ） �


る競争入札参加資格審査要綱の一部改正

宍道湖流域下水道終末処理場における水質検査等業務の委託契約に係る競争入札 （ 〃 ） �


参加資格審査要綱の廃止

島根県収入証紙の売りさばきの廃止 （審 査 課） �


� �

合同庁舎等運営管理規程の一部改正 （管 財 課） �


� �

特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請に係る書類の縦覧（件） （環境生活総務課） ��

土地区画整理組合の事業計画の変更の認可 （都 市 計 画 課） ��

開発行為に関する工事の完了 （ 〃 ） ��

都市計画事業変更の認可 （下水道推進課） ��

�	
���

宍道湖流域下水道終末処理場等維持管理業務委託に係る総合評価一般競争入札の （下水道推進課） ��
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)

�������������	
������	����



島 根 県 報

� �

職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

第�����号 平成��年�月��日(	)

落札者等

����

政治団体の届出等及び報告書の閲覧に関する規程の一部を改正する規程 �


���	

平成��年��月採用島根県警察官（大学卒）採用試験の実施 �



 �

平成��年�月��日付け島根県報第��	��号中 （道 路 維 持 課） 		

平成��年�月��日付け島根県報第����号中 （ 〃 ） 		

平成��年�月��日付け島根県報第��
�号中 （ 〃 ） 		

平成��年�月��日付け島根県報第�����号中 （ 〃 ） 	�
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◇�������� ��!"���#$%&
� ��（規則第	�号）

� 規則の概要

� 宿泊料の甲地方の範囲を改正することとした。（第�条関係）

� 島根県行政組織の改正に伴う規定の整理（第�条関係）

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇'()�*+���#$%&
� ��（規則第		号）

� 規則の概要

規則の適用対象とする負担金及び交付金の範囲を改正することとした。（別表関係）

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇,-./0��1���#$%&
� ��（規則第	�号）

� 規則の概要

� 組織改編に伴う規定の整備（第�条関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

◇,-.2345&67)8+���#$%&
� ��（規則第	�号）

� 規則の概要

� 島根県信用漁業協同組合連合会が漁業協同組合ＪＦしまねに包括承継されることに伴う規定の整理（第

�条－第�条・第�	条・第��条関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年�月�日から施行することとした。

�����������������������������������������������
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島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

職員の旅費に関する条例施行規則の一部を改正する規則

職員の旅費に関する条例施行規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条中「もの」は、」の次に「東京都の特別区の存する地域及び地方自治法（昭和��年法律第��号）第���条の��第

�項に規定する指定都市のうち、」を加え、「に規定する甲地並びに広島市及び岡山市」を「から第	号までに規定する

地域手当の級地」に改める。

第
条第�項第�号中「又は」の次に「島根県行政機関等設置条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��

号）による改正前の島根県行政機関等設置条例（昭和��年島根県条例第�号）第条第項の表に規定する」を加え、

「が所管する区域」を「の所管区域」に改める。


 �

（施行期日）

� この規則は、平成��年	月�日から施行する。

（経過措置）

 この規則による改正後の職員の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行につい

て適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

補助金等交付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

補助金等交付規則の一部を改正する規則

補助金等交付規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

別表中第号を削り、第�号を第号とし、第	号から第�号までを�号ずつ繰り上げ、第�号の次に次の�号を加え

る。

� しまね子育て総合支援推進事業交付金

別表中第��号を削り、第��号を第��号とし、同号の次に次の�号を加える。

�� 知的障害者施設訓練等支援費等負担金

別表中第��号を削り、第��号を第��号とし、第��号を削り、第��号を第��号とし、第��号から第��号までを号ずつ繰

り上げ、第��号を削り、第��号の次に次の�号を加える。

�� 食の安全・安心確保交付金

�� 強い農業づくり交付金

�� 元気な地域づくり交付金

別表中第��号を第��号とし、第��号を第��号とし、同号の次に次の�号を加える。

�� 強い水産業づくり交付金

�� 港整備交付金

�� 漁村再生交付金

別表中第��号を第��号とし、同号の次に次の	号を加える。

�� 県民再生の森事業費交付金

�� 強い林業・木材産業づくり交付金

�� 森林づくり交付金

�� 道整備交付金

第�����号 平成��年�月��日 (�)



島 根 県 報

別表中第��号を第��号とし、第��号の次に次の�号を加える。

�� バイオマスの環づくり交付金

� �

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に交付されたこの規則による改正前の補助金等交付規則別表第�

号、第�	号、第��号、第��号及び第��号に掲げる負担金等については、施行日以後もこの規則による改正後の補助金等

交付規則 (以下 ｢改正後の規則｣ という｡ ) 第�	条から第�
条までの規定の適用があるものとする。

� 改正後の規則別表第��号、第�	号から第��号まで、第�
号、第��号及び第��号から第��号までに掲げる負担金等につ

いては、施行日前において交付決定を受けたものも改正後の規則第�	条から第�
条までの規定の適用があるものとす

る。

島根県庁舎等管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

�������	


島根県庁舎等管理規則の一部を改正する規則

島根県庁舎等管理規則（昭和�年島根県規則第�	号）の一部を次のように改正する。

第�条中「出先機関」を「地方機関」に改める。

第�条第�号中「出先機関」を「地方機関」に、「平成�年島根県規則第�	号」を「平成��年島根県規則第��号」に改

める。

第�条第�項の表�以上出先機関が共同使用する庁舎及びその敷地の項区分の欄中「出先機関」を「の地方機関」に改

め、同項庁舎管理者の欄中「総務事務所長」を「県民センター所長」に改め、同表�の出先機関が使用する庁舎及びその

敷地の項区分の欄中「出先機関」を「地方機関」に改め、同項庁舎管理者の欄中「出先機関の長」を「地方機関の長又は

知事が別に指定する者」に改める。

第�条第�項及び同項の表�以上の出先機関が共同使用する庁舎にある事務室の項、第�条第�項、第�条、第��条並

びに第��条中「出先機関」を「地方機関」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

島根県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


島根県沿岸漁業改善資金貸付規則の一部を改正する規則

島根県沿岸漁業改善資金貸付規則（昭和�年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項中「島根県信用漁業協同組合連合会（以下「信漁連」という。）の本店、支店又は代理店」を「漁業協同

組合ＪＦしまね（以下「ＪＦしまね」という。）の本所、支所又は出張所」に改め、同条第�項中「信漁連」を「ＪＦし

まね」に改め、同条第�項中「という。）」の次に「のうちＪＦしまね以外の漁業協同組合」を加える。

第�条第�項中「、信漁連」を削る。

第�条第�項中「及び信漁連」を削り、同条第�項を削る。

第�	条第�項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項の表中「）第
条の�」を「）第
条の�」に、「第
条の�

第���
�号 平成��年�月��日(�)



島 根 県 報

第�項」を「第��条の�第�項」に改める。

第��条第�項中「、信漁連」を削る。

第��条中「信漁連」を「ＪＦしまね」に改める。

� �

この規則は、平成�	年�月
日から施行する。

� �

������	
��

島根県立短期大学条例施行規則（平成�年島根県規則第��号）第��条第
項の規定により島根県立島根女子短期大学学

則が改正され、島根県立島根女子短期大学長から届出があったので、同条第�項の規定により次のとおり告示する。

平成�	年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

島根県立島根女子短期大学学則の一部を次のように改正する。

別表の�の�のイ�の表中

� �

この学則は、平成�	年�月日から施行する。

������	
	�

堺市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに、全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を変更したので、地方自治

第�����号 平成�	年�月��日 (�)

「

」

を

古代文学演習

�

�

中世文学演習 �

近世文学演習 �

近代文学演習 �

日本語演習 �

コミュニケーション学演習 �

「

」

に改め、同表の�の�の�の表中

古代文学演習

�

�

中世文学演習 �

近世文学演習 �

近代文学演習 �

日本語演習 �

日本語教育演習 �

コミュニケーション学演習 �

「

」

を
日本語演習 �

コミュニケーション学演習 �

「

」

に改める。

日本語演習 �

日本語教育演習 �

コミュニケーション学演習 �



島 根 県 報

法（昭和��年法律第��号）第���条の�の規定に基づき、その例によることとされる同法第���条の�第�項の規定によ

り、次のとおり告示し、平成��年	月
日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

全国自治宝くじ事務協議会を設ける地方公共団体に堺市を加え、これに伴い全国自治宝くじ事務協議会規約の一部を次

のように変更する。

第�条第�号中「静岡市」の下に「、堺市」を加える。

� �

この規約は、平成��年	月
日から施行する。

������	

�

国土利用計画法（昭和�年法律第��号）第�条第
項の規定に基づく島根県土地利用基本計画を次に掲げる区域につい

て変更したので、同条第�項において準用する同条第��項の規定により公表する。

なお、変更後の島根県土地利用基本計画は登載を省略し、その関係書類を島根県地域振興部土地資源対策課、隠岐支庁

及び各総務事務所並びに松江市役所に備え付け一般の縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

松江市の一部

������	
��

生活保護法（昭和��年法律第�号）第�条の�第
項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次のとお

り指定したので、同法第��条の�第
号の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年�月��日(�)

指定訪問看護事業者・居宅介護事業者・居
宅介護支援事業者

実施する事業

訪問看護ステーション・居宅介護事業所・
居宅介護支援事業所 指 定

年月日
名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

株式会社 ウェルネ
ス湖北

松江市富士見町�番
地��

居宅介護支援
事業

株式会社ウェルネス
湖北 介護センター
松江

松江市黒田町�番



平成��年
�月�日

株式会社 ウェルネ
ス湖北

松江市富士見町�番
地��

訪問介護
株式会社ウェルネス
湖北 介護センター
松江

松江市黒田町�番



平成��年
�月�日

有限会社 アダチ
松江市宍道町佐々布
���番地���

訪問介護
ヘルパーステーショ
ン しんじ

松江市宍道町佐々布
����番地�

平成��年
�月��日

有限会社 ジャンプ
出雲市西平田町���

番地
通所介護

認知症高齢者デイ
サービス 宇賀の杜
楽舎

出雲市奥宇賀町��番
地


平成��年
�月��日

有限会社 えるだー 出雲塩冶町����番地
居宅介護支援
事業

有限会社 えるだー
出雲市塩冶町����番
地

平成��年
�月��日

有限会社 コナン
松江市宍道町白石
���－�番地

認知症対応型
共同生活介護

グループホーム 大
森の家

松江市宍道町上来待
��－	番地

平成��年
�月�日



島 根 県 報

��������	


生活保護法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項において準用する同法第��条の�の規定により、次のとおり指

定介護機関の事業の廃止の届出があったので、同法第��条の�第�号の規定により告示する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


土地改良法（昭和��年法律第���号）第��条第��項の規定により、次の土地改良区から役員の就任及び退任の届出が

あったので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

隠岐郡海士町西福井土地改良区

� 就任した役員の氏名及び住所

理事

吉元 正幸 隠岐郡海士町大字福井��番地�

第����号 平成��年	月
�日 ()

医療法人 嘉本整形
外科

松江市西津田�丁目
�番�号

通所リハビリ
テーション

デイケア嘉本
松江市西津田�丁目
�番�号

平成��年
	月��日

特定非営利活動法人
しあわせサービス

松江市美保関町北浦
���－�

通所介護
デイホーム「しあわ
せ」

松江市美保関町北浦
��

平成��年
	月��日

特定非営利活動法人
しあわせサービス

松江市美保関町北浦
���－�

訪問介護

特定非営利活動法人
しあわせサービス
ホームヘルパース
テーション

松江市美保関町北浦
���－�

平成��年
	月��日

社会福祉法人 みず
うみ

松江市西法吉町
�番
�号

短期入所生活
介護

特別養護老人ホーム
すまいる苑

松江市法吉町���－
�

平成�年
�月�日

特定非営利活動法人
はとぽっぽ

浜田市朝日町�
番地
��

通所介護
デイサービス はと
ぽっぽ

浜田市朝日町�
－��
平成��年
�月�日

つわぶき 有限会社
鹿足郡津和野町大字
森村ハ��番地�

通所介護
つわぶきデイホーム
③

鹿足郡津和野町町田
イ��番地

平成��年
	月��日

指定訪問看護事業者・居宅介護事業者・居
宅介護支援事業者

廃止する事業

訪問看護ステーション・居宅介護事業所・
居宅介護支援事業所 廃 止

年月日
名 称

主たる事務所
の所在地

名 称 所 在 地

社会福祉法人 みず
うみ

松江市西法吉町
�番
�号

短期入所生活
介護

老人短期入所施設
すまいる苑

松江市法吉町���－
�

平成�年
�月�日

社会福祉法人 恵寿
会

出雲市神西沖町�
�


番地
訪問入浴介護

斐川サンホーム指定
訪問入浴介護事業所

簸川郡斐川町大字学
頭�
��－�

平成�年
�月
�日

特定非営利活動法人
はとぽっぽ

浜田市田町��
－	 通所介護
デイサービス はと
ぽっぽ

浜田市田町��
－	
平成�年
��月
�日
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上村 石房 隠岐郡海士町大字海士�番地�

大江 和彦 隠岐郡海士町大字海士���番地�

川本 務 隠岐郡海士町大字福井���番地�

川本 保洋 隠岐郡海士町大字福井���番地

横山 一孝 隠岐郡海士町大字海士	番地

中畑 博光 隠岐郡海士町大字海士
��番地

監事

奥田 和司 隠岐郡海士町大字福井���番地

志賀 和徳 隠岐郡海士町大字海士
��番地

� 就任年月日

平成
�年�月�日

� 退任した役員の氏名及び住所

理事

松尾 正一 隠岐郡海士町大字海士��番地	

田中 公 隠岐郡海士町大字福井���番地�

高松 和夫 隠岐郡海士町大字海士�番地�

村越 栄 隠岐郡海士町大字海士����番地�

上村 石房 隠岐郡海士町大字海士�番地�

大森 重伸 隠岐郡海士町大字海士��番地�

大江 和彦 隠岐郡海士町大字海士���番地�

川本 博 隠岐郡海士町大字福井���番地

大野 栄 隠岐郡海士町大字福井

番地�

吉元 正幸 隠岐郡海士町大字福井���番地�

川本 務 隠岐郡海士町大字福井���番地�

監事

奥田 延広 隠岐郡海士町大字福井���番地

上田 佳秀 隠岐郡海士町大字海士
�番地

��������	


土地改良法（昭和�年法律第
��号）第��条の�において準用する同法第�条第�項の規定により、奥出雲町長から五

反田地区における換地処分を平成
�年�月�日付けで行った旨の届出があったので、同条第�項の規定により告示する。

平成
�年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


島根県展示林指定要綱（昭和��年島根県告示第��号）は廃止し、平成
�年�月�
日から施行する。

平成
�年�月�
日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


第
���号 平成
�年�月�
日(�)
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森林法（昭和��年法律第���号）第��条の�第�項の規定により保安林の指定を解除するので、同法第��条第�項にお

いて準用する同条第�項の規定により告示する。

平成	
年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 解除に係る保安林の所在場所

邑智郡邑南町矢上�
�	－�、�
�	－

� 保安林として指定された目的

名所又は旧跡の風致の保存

� 解除の理由

道路用地とするため

��������	


島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱（平成	�年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する。

平成	
年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

別表第�の�の項及び�の項中「島根県信用漁業協同組合連合会」を「漁業協同組合ＪＦしまね」に改める。

� �

この告示は、平成	
年�月�日から施行する。

��������


大規模小売店舗立地法（平成	�年法律第�	号）附則第�条第�項の規定による届出があったので、同法第�条第�項に

おいて準用する同法第�条第�項の規定により次のとおり告示する。

なお、この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について

意見を有する者は、この告示の日から�月以内に、次の�に定めるところにより意見を述べることができる。

平成	
年�月�	日

島根県知事 澄 田 信 義

� 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

ファミリープラザ・アピア 島根県松江市黒田町���

� 大規模小売店舗を設置する者の名称、代表者の氏名及び住所

協同組合松江ショッピングセンター 代表理事 渡部 勇 島根県松江市黒田町字下の原���番地

� 変更しようとする事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

（変更前） 午前	�時から午後	�時まで

（変更後） 午前�時から午後		時まで

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前） 午前�時��分から午後	�時��分まで

（変更後） 午前�時��分から午後		時��分まで

� 変更の年月日

平成	
年�月	�日

� 届出年月日

第	����号 平成	
年�月�	日 (�)
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平成��年�月��日

� 届出及び添付書類の縦覧場所

松江市産業経済部商工課（島根県松江市末次町��）

� 意見書の提出先、意見書に記載すべき事項等

� 意見書の提出先

松江市殿町�番地 島根県商工労働部経営支援課

� 意見書に記載すべき事項

ア 氏名及び住所（団体にあってはその名称、代表者の氏名及び住所、法人にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ アの記載事項についての公表の意思の有無

ウ 意見書の対象となる大規模小売店舗の名称及び所在地

エ 意見の内容

オ 意見を述べる理由

� その他

意見書に記載する氏名は、自署によること。

���������	

道路の区域を次のように変更したので、道路法（昭和�	年法律第��
号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第��	�号 平成��年�月��日(�
)

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

一般国道 ��号
益田市白岩町イ�
番�

地先から同町ロ��番�

地先まで

Ａ

前

Ｂ

メートル
���

～

���



メートル
������



益田土木建
築事務所

ダブルウェイ解
消

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

市道移管

����
～
���



������



後 Ｂ ����
～
���



������



〃 ��	号
鹿足郡吉賀町立戸	�番
�地先から同��
番�

地先まで

前 ����
～
�	��



�

 益田土木建
築事務所津
和野土木事
業所

道路改良工事

拡幅及び減幅後 ��
～
���



�



県 道 安来木次線
雲南市木次町寺領���	

番��地先から同���	番
�地先まで

前 �

～
����


����

 災害防除工事

拡幅後 ���
～
���



����



〃 〃
雲南市木次町寺領���	

番�地先から同���	番
前 	�

～

���


���


災害防除工事
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��地先まで
後 �	
	�～

��
	�
��
	�

拡幅

〃
玉湯吾妻山
線

雲南市大東町大東下分
���番地先から同���

番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

�
	�～
��
��

���
��
木次土木建
築事務所

ダブルウェイ解
消
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

市道移管

�
	�～
��
��

����	
��

後 Ｂ �
	�～
��
��

����	
��

〃 出雲大東線
雲南市大東町大東下分
	��番�地先から同���

番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

�
	�～
��
��

���
��
ダブルウェイ解
消

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

市道移管

��
��～
��
��

���
��

後 Ｂ ��
��～
��
��

���
��

〃
玉湯吾妻山
線

仁多郡奥出雲町三成
���	番��地先から同
��	番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

�
��～
��
��

	��
��

木次土木建
築事務所仁
多土木事業
所

ダブルウェイ解
消

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

町道移管

��
��～
��
��

���
��

後 Ｂ ��
��～
��
��

���
��

〃 印賀横田線
仁多郡奥出雲町竹崎	�

番�地先から同	�番�

地先まで

Ａ

前

Ｂ

�
	�～
�
��

���
��
ダブルウェイ解
消
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。
河川管理者へ移
管

��
��～
��
��

��
��

後 Ｂ ��
��～
��
��

��
��

〃
下横田出雲
三成停車場
線

仁多郡奥出雲町下横田
����番地先から同
����番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

�
	�～
�	
��

��	
��
ダブルウェイ延
長減

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

一部町道移管

�
	�～
��
��

��
��

仁多郡奥出雲町下横田
����番地先から同
����番�地先まで

Ａ

後

Ｂ

�
��～
��
��

�	
��

仁多郡奥出雲町下横田
����番地先から同
����番�地先まで

�
	�～
��
��

��
��

〃
斐川出雲大
社線

出雲市平野町���番地
先から同町���番地先
まで

前 ��
��～
��
��

���
�� 市道取付工事

拡幅後 ��
��～
��
��

���
��

〃
大社立久恵
線

出雲市芦渡町字一ノ坂
����番�地先から同字
����番�地先まで

前 �
��～
�
��

���
�� 道路改良工事

拡幅後 �
��～
��
��

���
��
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��������	


道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和��年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき告示する。

その関係図面は、告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する。

平成��年�月	�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�
���号 平成��年�月	�日(��)

〃 鰐淵寺線
出雲市口宇賀町�		番
地先から同町�	�番地
先まで

前 ���～
�����

������

出雲土木建
築事務所

市道取付工事

拡幅後 �����～
����

������

〃 遥堪今市線
出雲市矢野町���番地
先から同市小山町��

番地先まで

前 ����～
���

�	��� 市道取付工事

拡幅後 ����～
�����

�	���

〃 斐川上島線

簸川郡斐川町大字阿宮
���番�地先から同大
字�	�番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

����～
�����

������
区域の一部追加

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。

ダブルウェイ延
伸

簸川郡斐川町大字阿宮
���番�地先から同大
字���番�地先まで

�����～
�����

������

簸川郡斐川町大字阿宮
���番�地先から同大
字�	�番�地先まで

Ａ

後

Ｂ

����～
�����

������

����～
�����

�����

〃 〃
簸川郡斐川町大字阿宮
���番�地先から同大
字�	�番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

����～
�����

������
ダブルウェイ解
消
左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう。
町道移管及び換
地処分

����～
�����

�����

後 Ｂ ����～
�����

�����

〃
須川谷日原
線

鹿足郡津和野町滝谷才
ノ神道下���番�地先
から同字トラエキ����

番�地先まで

前 ����～
�����

������ 災害防除工事

区域の一部追加後 ����～
�����

������

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

一般国道 ���号
出雲市佐田町八幡原����番�地先から同
��番��地先まで

メートル
�����

平成��年
�月	�日 出雲土木建

築事務所
〃 〃

出雲市佐田町反辺����番��地先から同町
八幡原���番�地先まで

������ 〃
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���������	

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成��年法律第��号）第�条第�項の規定によ

り、次に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域として指定するので、同条第�項の規定により告示する。

平成��年	月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

� 土砂災害警戒区域を指定する市町村の名称

松江市

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類及び土砂災害警戒区域の名称

� 急傾斜地の崩壊

上谷Ａ、上谷Ｂ、上谷Ｃ、朝酌Ａ、朝酌Ｂ、朝酌町上組Ａ、朝酌町上組Ｂ、朝酌町下組Ａ、朝酌町下組Ｂ、有Ａ、

有Ｂ、安楽寺、育英北幼稚園西Ａ、育英北幼稚園西Ｂ、池谷、池部池北、池部池南Ａ、池部池南Ｂ、市成Ａ、市成

Ｂ、市成Ｃ、一の谷、一ノ原Ａ、一ノ原Ｂ、一ノ原Ｃ、一ノ原Ｄ、一ノ原Ｅ、井戸路Ａ、井戸路Ｂ、井の奥、井原

Ａ、井原Ｂ、井原Ｃ、井原Ｄ、伊弊田、岩崎アパート、魚見塚古墳北、宇賀Ａ、宇賀Ｂ、宇賀Ｃ、駅南、江戸山、王

子坂、大井Ａ、大井Ｂ、大井Ｃ、大井Ｄ、大井Ｅ、大井Ｆ、大井Ｇ、大井Ｈ、大井Ｉ、大井Ｊ、大内谷Ａ、大内谷

Ｂ、大内谷Ｃ、大内谷Ｄ、大草Ａ、大草Ｂ、大界Ａ、大界Ｂ、大界Ｃ、大角山Ａ、大角山Ｂ、大庭、大庭来見Ａ、大

海崎Ａ、大海崎Ｂ、大海崎Ｃ、岡の空、奥堤池西Ａ、奥堤池西Ｂ、奥堤池西Ｃ、鏡池南Ｂ、鏡奥池西、春日Ａ、春日

Ｂ、春日Ｃ、春日Ｄ、春日Ｅ、金起Ａ、金起Ｂ、上口、上佐陀Ａ、上佐陀Ｂ、上佐陀Ｃ、上佐陀Ｄ、上佐陀Ｅ、上竹

矢Ａ、上竹矢Ｂ、上東川津、上東川津Ｂ、紙谷Ａ、紙谷Ｂ、紙谷Ｃ、加茂志神社東、川津下組Ａ、川津下組Ｂ、神

田、菅田庵裏Ａ、菅田庵裏Ｂ、木佐屋田Ａ、木佐屋田Ｂ、木佐屋田Ｃ、木佐屋田Ｄ、客戸、切剥山、国屋Ａ、国屋

Ｂ、国屋Ｃ、国屋下Ａ、国屋下Ｂ、国屋団地Ａ、国屋団地Ｂ、来見Ｂ、来見Ｃ、来見Ｄ、来見Ｅ、黒田Ａ、黒田Ｂ、

黒田Ｃ、黒田Ｄ、黒田畦Ａ、黒田畦Ｂ、黒田畦Ｃ、黒田畦Ｅ、競馬場Ａ、競馬場Ｂ、高称寺西Ａ、高称寺西Ｂ、古志

原�丁目、小平、小平住宅、薦津Ａ、薦津Ｂ、山居下、椎ノ木Ａ、椎ノ木Ｂ、椎ノ木団地、芝尾Ａ、芝尾Ｂ、芝尾

Ｃ、下川津町、下組Ｃ、下組Ｄ、下佐陀、下佐陀上、下ノ原、下東川津、蛇代、城西南平台、淞東台下、淞南台、淞

南台団地、常福寺西、城前、菅田Ａ、菅田Ｂ、菅田Ｃ、菅田Ｄ、菅田池西、菅田池西Ａ、菅田池西Ｂ、菅田池南Ａ、

菅田池南Ｂ、菅田池南Ｃ、須原堤Ａ、須原堤Ｂ、祖子分Ａ、祖子分Ｂ、祖子分Ｃ、祖子分Ｄ、空ノ原、空屋敷、第�

第����号 平成��年	月
�日 (�
)

〃 ���号
鹿足郡吉賀町立戸�
番�地先から同���

番�地先まで
������ 〃

益田土木建
築事務所津
和野土木事
業所

県 道
斐川出雲大
社線

出雲市平野町
��番地から同町
��番地ま
で

������ 〃

〃
大社立久恵
線

出雲市芦渡町字一ノ坂����番�地先から
同字���
番�地先まで

�
���� 〃

出雲土木建
築事務所

〃 遥堪今市線
出雲市矢野町��番地から同市小山町���

番地まで
��
��� 〃

〃 鰐淵寺線
出雲市口宇賀町�

番地から同町�
�番地
まで

����� 〃

〃
多伎江南出
雲線

出雲市今市町���番地から同市大津町字
新崎����番��地まで


�
��� 〃

〃
出 雲 イ ン
ター線

出雲市知井宮町字浅柄���番�地先から
同字����番�地先まで

������ 〃
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淞北台、大成、太陽団地、第四中学校、高岡、田中Ｂ、田中Ｃ、田和Ａ、田和Ｂ、田和Ｃ、田和Ｄ、田和Ｅ、田和

Ｆ、田和Ｇ、竹矢、つつじが丘、坪ノ内、坪ノ内下、手間Ａ、手間Ｂ、土井敷Ａ、土井敷Ｂ、堂形Ａ、堂形Ｂ、堂形

Ｃ、東光台、東光台下Ａ、東光台下Ｂ、東光台下Ｃ、東光台西Ａ、東光台西Ｂ、時石、とねり坂、名尾Ａ、名尾Ｂ、

名尾Ｃ、中尾Ａ、中尾Ｂ、中組Ｆ、中曽根、仲田下池北、中竹矢Ａ、中竹矢Ｂ、中ノ島Ａ、中ノ島Ｂ、中ノ島Ｃ、中

の坪、中の宮、中原Ａ、中原Ｂ、中矢田Ａ、中矢田Ｂ、中矢田Ｃ、中矢田Ｄ、中矢田Ｅ、梨廻池北Ａ、梨廻池北Ｂ、

梨廻池東Ａ、梨廻池東Ｂ、梨廻池南、灘、南家Ａ、南家Ｂ、南家Ｃ、南平台団地、西生馬Ａ、西生馬Ｂ、西生馬Ｃ、

西生馬Ｄ、西生馬Ｅ、西生馬Ｆ、西生馬Ｇ、西生馬神社南Ａ、西生馬神社南Ｂ、西尾Ａ、西尾Ｂ、西尾Ｃ、西尾Ｄ、

西尾Ｅ、西尾団地、西尾団地北、西尾団地東Ａ、西尾団地東Ｂ、西尾町西谷Ａ、西尾町西谷Ｂ、西川津、西口、西谷

Ｃ、西津田Ａ、西津田Ｂ、西津田五丁目Ａ、西津田五丁目Ｂ、西津田五丁目Ｃ、西ノ谷Ａ、西ノ谷Ｂ、西ノ谷Ｃ、西

の谷池南Ａ、西の谷池南Ｂ、西の谷池南Ｃ、西の原、納佐Ａ、納佐Ｂ、乃木忌部橋北、乃木福富Ａ、乃木福富Ｂ、乃

木福富Ｃ、乃木福富Ｄ、乃木福富Ｅ、乃木福富Ｆ、乃木福富Ｇ、乃木福富Ｈ、乃木福富Ｉ、乃木福富Ｊ、乃白、配水

場東、白鳥池南、橋端、橋本、長谷池南Ａ、長谷池南Ｂ、浜佐田Ａ、浜佐田Ｂ、浜佐田Ｃ、浜佐田Ｄ、浜佐田町南平

台、浜乃木、喰ヶ谷、林原、原Ａ、原Ｂ、原Ｃ、原Ｄ、東生馬Ａ、東生馬Ｂ、東生馬Ｃ、東生馬Ｄ、東生馬Ｅ、東生

馬神社西、東奥谷Ａ、東奥谷Ｂ、東薦津、東津田Ａ、東津田Ｂ、東津田Ｃ、東津田Ｄ、比津Ａ、比津Ｂ、比津Ｃ、比

津Ｄ、比津Ｅ、比津Ｆ、比津Ｇ、比津Ｈ、比津が丘、桧山、百田Ａ、百田Ｂ、深田Ａ、深田Ｂ、深町Ａ、深町Ｂ、深

町Ｃ、深町Ｄ、深町Ｅ、福富Ａ、福富Ｂ、福富Ｃ、富士見ヶ丘Ａ、富士見ヶ丘Ｂ、富士見ヶ丘Ｃ、二ッ池北、平成

Ａ、平成Ｂ、遍照寺池南、法眼寺Ａ、法眼寺Ｂ、法事前、法吉Ａ、法吉Ｂ、法吉Ｃ、法吉Ｄ、法吉Ｅ、法吉Ｆ、法吉

Ｇ、法吉Ｈ、法吉Ｉ、法吉Ｊ、法吉変電所南、本覚禅寺西Ａ、本覚禅寺西Ｂ、前田、馬潟Ａ、馬潟Ｂ、馬潟Ｃ、真米

Ａ、真米Ｂ、松ノ木Ａ、松ノ木Ｂ、松ノ木Ｃ、松ノ木Ｄ、松ノ木Ｅ、松ノ木Ｆ、的場池、間内Ａ、間内Ｂ、真名井の

滝西、馬ノ背Ａ、馬ノ背Ｂ、馬ノ背Ｃ、馬ノ背Ｄ、水行、南尾、南口、宮尾、宮脇、向峠Ａ、向峠Ｂ、向峠Ｃ、向山

Ａ、向山Ｂ、目無水東、薬師寺東、八雲台、矢田Ａ、矢田Ｂ、矢田Ｃ、矢田Ｄ、矢田Ｅ、矢田Ｆ、矢田下、矢田渡場

北、柳谷、山代Ａ、山代Ｂ、八幡Ａ、八幡Ｂ、夢ヶ丘、楽山Ａ、楽山Ｂ、楽山Ｃ

� 土石流

朝酌Ａ、朝酌Ｆ、朝酌Ｈ、池部池谷Ａ、一ノ原北谷Ａ、一ノ原北谷Ｂ、一ノ原南谷、井奥谷、伊屋谷、岩汐越前北

谷、岩汐越前南谷、魚見塚谷Ａ、魚見塚谷Ｂ、うぐいす台Ａ、内ノタワ谷、姥ヶ谷、大井Ｃ、大井Ｇ、大草Ａ、大草

Ｂ、大草Ｃ、大隅川、大谷朝酌、大谷大井、大庭Ｂ、大庭Ｄ、大海崎Ｂ、奥山下谷Ａ、奥山下谷Ｂ、春日Ａ、上組東

川、上佐陀Ａ、上佐陀Ｂ、上佐陀上谷Ａ、上佐陀上谷Ｂ、上東川津、川原東川、観音谷、佐草Ｃ、下東川津、白鹿

谷、竹矢Ａ、寺尾谷、寺敷谷、中ノ谷、梨廻谷、ナメラ谷、西尾Ａ、西川津Ａ、西川津Ｂ、西谷川、西ノ谷東川Ｂ、

西法吉Ａ、二ノ谷西、能徳谷、乃白Ａ、東生馬Ｆ、東生馬Ｈ、東生馬Ｉ、福富Ａ、福富Ｂ、福富川、細田谷、保田

川、保田川西、ホタ谷、法吉Ｂ、法吉Ｃ、御崎谷、水上谷Ａ、明神谷Ａ、明神谷Ｂ、門戸谷、矢田Ａ、矢田Ｂ、矢田

西谷、矢田東谷Ａ、矢田東谷Ｂ、山路北谷Ａ、山路北谷Ｂ、山路南谷、山津谷Ａ、山津谷Ｂ、羽久和羅谷

� 指定の区域

別図に示す区域（「別図」は省略し、島根県松江土木建築事務所及び松江市役所において一般の縦覧に供する。）

��������	


宍道湖流域下水道終末処理場等における維持管理業務委託契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成��年島根県告示

第��号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第�項第�号中「支庁長又は総務事務所長」を「県民センター所長」に改める。

� �

この告示は、平成��年�月�日から施行する。

第�	
��号 平成��年�月��日(��)
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��������	


宍道湖流域下水道終末処理場における下水汚泥等収集運搬業務等の委託契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成��

年島根県告示第���号）の一部を次のように改正する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第�項第�号中「支庁長又は総務事務所長」を「県民センター所長」に改める。

� �

この告示は、平成��年	月�日から施行する。

��������


宍道湖流域下水道終末処理場における水質検査等業務の委託契約に係る競争入札参加資格審査要綱（平成�
年島根県告

示第���号）は廃止し、平成��年	月�日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


次の者の島根県収入証紙売りさばき人の指定を取り消したので、島根県収入証紙条例（昭和��年島根県条例第��号）第

条第�項の規定により告示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� �

�������


本 庁

第���
�号 平成��年�月��日 (��)

取消年月日 指定番号 売 り さ ば き 場 所 住 所 及 び 氏 名

昭和
�年�月��日 �の�� 邑智郡川本町大字川本��
番地�
邑智郡川本町大字川本��
番地�

川本町森林組合

平成�年�月��日 �� 松江市島根町野波�
��番地
松江市島根町野波�
��番地
野波漁業協同組合

平成��年�月��日 �� 松江市玉湯町湯町����番地
松江市玉湯町湯町����番地
玉湯町

平成年�月��日 ��� 松江市八雲町日吉���番地
松江市東朝日町宮の沖���番地	

八束郡農業協同組合

平成年�月��日 ��� 松江市島根町野波���
番地
松江市東朝日町宮の沖���番地	

八束郡農業協同組合

平成�年�月��日 ��� 安来市伯太町母里��番地
安来市伯太町母里��番地
伯太町農業協同組合
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地方機関

合同庁舎等運営管理規程（昭和��年島根県訓令第�号）の一部を次のように改正する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条第�項中「木次合同庁舎」を「雲南合同庁舎」に改め、同条第�項中「平成��年島根県規則第��号」を「平成��

年島根県規則第�	号」に改める。

� �

この訓令は、平成��年
月�日から施行する。

� �

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第
項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので、同条

第項において準用する第��条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ファミリーサポートホーム金太郎の家

� 代表者の氏名

岩井元之助


 主たる事務所の所在地

簸川郡斐川町大字学頭����番地��

 定款に記載された目的

この法人は、地域住民に対して、福祉の増進を図る活動及び子どもの健全育成を図る活動に関する事業を行い、地域

福祉に寄与することを目的とする。

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎�階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

特定非営利活動促進法（平成��年法律第�号）第��条第
項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので、同条

第項において準用する第��条第�項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月��日

第��	��号 平成��年�月��日(��)
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� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 しまね介護情報ネットワーク

� 代表者の氏名

善塔 元和

� 主たる事務所の所在地

松江市西津田八丁目�番��号

� 定款に記載された目的

この法人は、介護保険事業者のサービス評価を行い、介護サービスの質の向上を図るとともに介護保険利用者の事業

者選択の便利をはかり、すべての人々が安心できる介護サービスの充実した社会の実現と福祉の増進に寄与することを

目的とする。

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

	 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター（県庁南庁舎
階）

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

土地区画整理法（昭和��年法律第���号）第�条第
項の規定により、次の土地区画整理組合の事業計画の変更を認可

したので、同条第�項の規定により公告する。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義


 土地区画整理組合の名称

斐川町神立土地区画整理組合

� 事業施行期間

平成�年�月��日から平成��年�月�日まで

� 施行地区

簸川郡斐川町大字併川の一部

� 事務所の所在地

簸川郡斐川町大字併川����番地


� 設立認可の年月日

平成�年�月��日

� 変更認可の年月日

平成��年�月�日

次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和�年法律第���号）第�条第�項の規定により公告す

る。

平成��年�月�日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年�月�日 (��)
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� 開発区域

江津市江津町����番�� 外�筆

面積 ��	��
���平方メートル（�－�工区、�－�工区、�－工区）

� 開発許可を受けた者の住所及び氏名

江津市江津町��
�番地

江津市長 田中増次

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定において準用する同法第�
条第�項の規定により､ 都市計画

事業の事業計画変更の認可の告示 (平成��年�月��日中国地方整備局告示第��号) があったので､ 同法第��条の規定によ

り､ 都市計画事業の施行について次のとおり公告する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 都市計画事業の種類及び名称

出雲都市計画、平田都市計画、大社都市計画及び宍道都市計画下水道事業

宍道湖西部流域下水道

� 施行者の名称

島根県

� 事務所の所在地

出雲市大津町 出雲土木建築事務所

 事業地

� 収用の部分

変更なし

� 使用の部分

変更なし

� � � � � �

次のとおり落札者を決定したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成�年政令

第��
号）第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則（平成�年島根県規則第

��号）第�条の規定により公示する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 役務の名称及び数量

宍道湖流域下水道終末処理場等維持管理業務委託 一式

� 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

島根県土木部下水道推進課 島根県松江市殿町�番地

� 落札者を決定した日

平成��年�月
�日

 落札者の氏名及び住所

カナツ技建工業株式会社 松江市春日町���番地

� 落札金額


	��
	���	���円

第�	���号 平成��年�月��日(��)
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� 契約の相手方を決定した手続

総合評価一般競争入札

� 特例公告を行った日

平成��年��月��日

� � � � � � � � 	

政治団体の届出等及び報告書の閲覧に関する規程の一部を改正する規程をここに公布する。

平成��年�月	�日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美


����������	��

政治団体の届出等及び報告書の閲覧に関する規程の一部を改正する規程

政治団体の届出等及び報告書の閲覧に関する規程（昭和
�年島根県選挙管理委員会規程第�号）の一部を次のように改

正する。

第�条第�項の表中「又は同事務局支局」を「又は同事務局の支局若しくは事務所」に改める。

同条第項中「支局長」を「支局長又は事務所長」に改める。

� �

この規程は、平成��年�月�日から施行する。

� � � � � � �


�����������

地方公務員法（昭和�
年法律第���号）第��条第�項の規定に基づき、平成��年��月採用島根県警察官（大学卒）採用

試験を次のとおり実施する。

平成��年�月	�日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

� 受付期間

平成��年�月�日（月）から同年�月��日（金）まで

受付時間は、午前�時	�分から午後�時まで（日曜日及び土曜日を除く。）。郵送による場合は、�月��日までの消

印のあるものに限り受け付ける。インターネットによる場合は、�月��日（金）午後�時までに到着したものに限り受

け付ける。

 採用予定人員及び職務内容

（注） 採用予定人員は、変更する場合がある。

� 受験資格

� 年齢、学歴、資格等

第�����号 平成��年�月	�日 (��)

採用区分 採用予定人員 職 務 内 容

男性 ��名 警察本部又は県内の警察署に勤務し、個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、

鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公共の安全と秩序の維持女性 �名

年 齢 ・ 学 歴 等

次のいずれかに該当する者

ア 昭和
�年�月日から昭和
�年�月�日までに生まれた者で、学校教育法による大学（島根県人事委員会が
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� 次の各号に該当しない者

ア 日本の国籍を有しない者

イ 成年被後見人又は被保佐人（経過措置による準禁治産者を含む。）

ウ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

エ 島根県の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から�年を経過しない者

オ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

� 試験の日時、試験地、試験場及び合格発表

� 試験の種目及び内容

第�����号 平成�	年
月��日(�)

同等と認めるものを含み、短期大学を除く。以下「大学」という。）を卒業した者又は平成�	年�月�日まで

に卒業する見込みの者

イ 昭和��年�月�日以降に生まれた者で、大学を卒業した者又は平成�	年�月�日までに卒業する見込みの者

区分 日 時 試験地及び試験場 合 格 発 表

第

�

次
試
験

平成�	年�月��日（日）

受付時間

�時分～�時�分

試験時間

�時�分～��時分

松
江
市

島根県職員会館

(松江市内中原町) �月�日に県庁前掲示板に合格者の受験

番号を掲示するほか、受験者（棄権者を

除く。）に結果を通知する。浜
田
市

島根県立大学

(浜田市野原町)

第�

次
試
験

�月上旬に松江市で実施する予定

(第�次試験合格通知の際に通知する｡ )

�月�	日に県庁前掲示板に合格者の受験

番号を掲示するほか、受験者（棄権者を

除く。）に結果を通知する。

区分 試験種目 内 容

教養試験 (�	点) 警察官として必要な知識及び知能についての択一式による筆記試験

身体検査 警察官として職務遂行上必要な身体を有するかどうかの検査

なお、次の基準を満たさない者は不合格とする。

第

�

次

試

験

体力検査 (�点) 警察官として職務遂行上必要な体力を有するかどうかの検査

男

性

・身長 おおむね��センチメートル以上

・体重 おおむね��キログラム以上

・胸囲 おおむね�	センチメートル以上

・視力 両眼とも裸眼視力が��以上､ 又は矯正視力が��以上

・色覚 正常であること｡

・聴力 正常であること｡

・指及び関節 正常であること｡

・その他 握力及び肺活量が一定の基準以上であること｡

女

性

・身長 おおむね���センチメートル以上

・体重 おおむね��キログラム以上

・視力 両眼とも裸眼視力が��以上､ 又は矯正視力が��以上

・色覚 正常であること｡

・聴力 正常であること｡

・指及び関節 正常であること｡

・その他 握力及び肺活量が一定の基準以上であること｡
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別欄

� 受験手続

� 申込書の交付

ア 申込書は、島根県人事委員会事務局、島根県庁�階受付、島根県警察本部警務課、県内各警察署、隠岐支庁総務

局、県内各総務事務所、川本総務事務所大田分室、島根県東京事務所、島根県大阪事務所、島根県広島事務所及び

島根県九州事務所で交付する。

イ 申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に「警察官請求」と朱書し、���円切手をはったあて先明記の返信用

封筒（角形�号）を同封して、島根県人事委員会事務局あて請求すること。

� 受験の申込み

所定の申込書に必要な事項を記入し、島根県人事委員会事務局に提出するか、又は島根県人事委員会のホームペー

ジの申込画面からインターネットにより申込むこと。申込書を郵送する場合は、封筒の表に「警察官申込」と朱書

し、配達記録郵便又は簡易書留郵便にすること。

� 合格から採用まで

� 合格者は、警察官採用候補者名簿に登載され、任命権者（島根県警察本部長）からの請求に応じて成績順に推薦さ

れ、そのうちから採用者が決定される。

なお、採用候補者名簿の有効期間は、名簿確定の日から原則として�年間とする。

� 大学を卒業する見込みであることを要件として受験した者について、所定の時期までに卒業できなかった場合や、

�の受験資格を満たさない場合は、採用候補者名簿に登載されても採用される資格を失う。

� 採用後は、巡査に任命され、島根県の警察学校に入校し、�か月間初任科教養を受けた後、島根県警察本部又は島

第��	
�号 平成��年�月�日 (��)

反復横跳び、腕立て伏せ、立ち幅跳び、上体起こし、時間往復走を行うが、一定基準を

満たさない者は不合格とする。

特技加点 (�点) 別欄に掲げる対象特技（英語、柔道、剣道）の該当者に、程度に応じて一定点を加点す

る。

第�

次
試
験

面接試験 (���点) 人物及び警察官としての職務遂行能力をみる目的での個別面接（事前に自己紹介書の提

出）

作文試験 (���点) 文章による表現力、思考力等の試験

適性検査 職務遂行に必要な適性の検査

身体検査 職務遂行に必要な健康度を有するかどうかについての検査（健康診断書の提出）

対 象 特 技

英語

ア 実用英語技能検定 (英検) 準�級以上

イ ＴＯＥＩＣ �	�点以上

ウ ＴＯＥＦＬ ＰＢＴ ��	点以上

ＣＢＴ ��点以上

エ 国際連合公用語英語検定 (国連英検) Ｄ級以上

柔道 初段以上 (講道館認定)

剣道 初段以上 (全日本剣道連盟認定)

確 認 方 法

対象特技を証明する書類（合格証・段位証書等）の原本とその写し（Ａ�判）を第�次試験受付

時に提出する。

次の各号のいずれかに該当する場合は加点しない。

ア 原本を第�次試験の受付時に提出できない場合

イ 提出された書類で必要事項が確認できない場合
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根県内の警察署に配置される。

� 給与

初任給は、平成��年�月�日現在、大学卒��歳で月額���	


円で、このほか、扶養手当、通勤手当、期末手当、勤

勉手当等の諸手当が支給される。（大学卒業後の経歴を有する者については、その経歴に応じて給料月額を決定す

る。）

なお、給与については本県の財政事情により、現在、一定割合の減額措置を実施している。

� �

平成��年�月�日付け島根県報第�	���号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成�年�月��日付け島根県報第�	���号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

平成�年�月�
日付け島根県報第�	���号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�	��号 平成��年�月��日(��)

五
ペ
ー
ジ

〃 島
根
県
告
示
第
二

百
十
五
号
中

箇

所

四
四
〇
・
〇
〇

大
字
八
一
〇
番
七
地
先

誤

四
六
〇
・
〇
〇

大
字
八
三
五
番
五
地
先

正

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第��号中 大田市三瓶町志学字上坊地ハ���番地先 大田市三瓶町志学字上坊地境畑ハ��
番

�地先
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平成��年�月��日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので、次のように訂正する。

第�����号 平成��年	月��日 (
�)

ページ 箇 所 誤 正

�� 島根県告示第���号

中

大田市水上町福原字小滝���番�地先か

ら同字クベ���番地先

大田市水上町福原字クベ���番地先か

ら同所字小滝���番�地先

ページ 箇 所 誤 正

� 島根県告示第��号中 浜田市三隅町三隅���番�地先から同���

番	地先

浜田市三隅町三隅���番	地先から同���

番�地先
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